
平成22年度の国民年金保険料は、
月額15,100円です。

　保険料の納付には、割引が受けられる口座振替や前
納制度をご利用ください。
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20
歳
以
上
の
人
は
、
学
生
で
も

国
民
年
金
に
加
入
し
て
保
険
料
を

納
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
学
生
で
収
入
が
な
い

（
少
な
い
）
な
ど
の
理
由
で
、
保

険
料
を
納
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、

「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
制
度
を
利
用
す
る
と
、

申
請
し
て
承
認
を
受
け
る
こ
と
に

よ
り
在
学
期
間
中
の
保
険
料
を
後

払
い
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

承
認
期
間
は
年
金
額
に
は
反
映

さ
れ
ま
せ
ん
が
、
老
齢
基
礎
年
金

の
受
給
資
格
期
間
に
は
算
入
さ
れ

ま
す
。

　

ま
た
、
事
故
や
病
気
な
ど
に
よ

る
障
害
・
死
亡
の
と
き
の
障
害
基

礎
年
金
又
は
遺
族
基
礎
年
金
の
納

付
要
件
に
も
算
入
さ
れ
ま
す
。

申
請
に
つ
い
て

《
す
で
に
承
認
を
受
け
て
い
る
人
》

　

平
成
21
年
度
に
学
生
納
付
特
例

制
度
を
受
け
て
い
て
、
平
成
22
年

度
以
降
も
在
学
期
間
が
あ
る
と
申

し
出
た
人
に
は
、日
本
年
金
機
構
・

熊
谷
年
金
事
務
所
か
ら
、
引
き
続

き
特
例
制
度
を
継
続
す
る
か
ど
う

か
を
確
認
す
る
通
知
が
３
月
下
旬

に
送
付
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

引
き
続
き
制
度
を
受
け
た
い
人

は
、
通
知
書
に
同
封
さ
れ
て
い
る

返
信
用
は
が
き
に
必
要
事
項
を
記

入
の
う
え
、
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

《
初
め
て
申
請
す
る
人
》

　

初
め
て
申
請
を
す
る
人
や
通
知

が
届
か
な
い
人
、
学
校
が
変
わ
っ

た
人
は
、
手
続
き
が
必
要
で
す
。

受
付
場
所　

市
民
課
（
市
役
所
１

　

階
）、
市
民
福
祉
課
（
総
合
支

　

所
１
階
）

用
意

①
年
金
手
帳

②
新
学
年
の
学
生
証（
コ
ピ
ー
可
）

　

又
は
在
学
証
明
書

③
印
鑑申

請
は
お
早
め
に

　

申
請
が
遅
れ
て
も
平
成
22
年
４

月
分
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
承
認
さ

れ
ま
す
が
、
申
請
日
以
前
に
生
じ

た
事
故
や
病
気
に
よ
る
障
害
・
死

亡
に
つ
い
て
、
障
害
基
礎
年
金
又

は
遺
族
基
礎
年
金
が
受
け
取
れ
な

く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

「
カ
ラ
期
間
」
と
い
う
の
は
、

年
金
の
受
給
額
に
は
反
映
さ
れ
ま

せ
ん
が
、
受
給
資
格
期
間
に
は
含

ま
れ
る
期
間
の
こ
と
で
す
。

　

こ
の
カ
ラ
期
間
と
国
民
年
金
の

納
付
済
み
期
間
及
び
厚
生
年
金
等

の
加
入
期
間
を
合
わ
せ
た
期
間
が

25
年
以
上
あ
れ
ば
、
老
齢
基
礎
年

金
の
受
給
資
格
期
間
を
満
た
し
た

こ
と
に
な
り
ま
す
。

※
カ
ラ
期
間
は
、
障
害
基
礎
年
金

や
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
に
必
要

な
資
格
期
間
に
も
含
ま
れ
ま
す
。

カ
ラ
期
間
と
な
る
の
は

　

カ
ラ
期
間
に
は
、
国
民
年
金
に

任
意
加
入
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
加
入
し
な
か
っ
た
期
間
の
う
ち
、

次
の
期
間
が
該
当
し
ま
す
。

①
厚
生
年
金
等
の
加
入
者
の
配
遇

　

者
で
任
意
加
入
し
な
か
っ
た
期

　

間
（
昭
和
61
年
３
月
以
前
）

②
学
生
で
任
意
加
入
し
な
か
っ
た

　

期
間
（
平
成
３
年
３
月
以
前
）

③
海
外
に
住
ん
で
い
て
任
意
加
入

　

し
な
か
っ
た
期
間

④
厚
生
年
金
等
か
ら
脱
退
手
当
金

　

を
受
け
た
期
間
（
昭
和
61
年
３

　

月
以
前
。
た
だ
し
、
昭
和
61
年

　

４
月
以
降
に
国
民
年
金
の
加
入

　

期
間
が
あ
る
場
合
に
限
り
ま
す
。）

※
①
〜
④
の
い
ず
れ
の
期
間
も
昭

和
36
年
４
月
以
降
の
20
歳
以
上
60

歳
未
満
の
期
間
が
カ
ラ
期
間
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

カ
ラ
期
間
が
あ
る
か
も
…

そ
ん
な
時
は

　

カ
ラ
期
間
が
あ
る
と
思
わ
れ
る

人
は
、
年
金
の
受
給
権
に
結
び
付

く
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
市
民

課
年
金
保
険
係
（
市
役
所
１
階
）、

市
民
福
祉
課
市
民
係
（
総
合
支
所

１
階
）
又
は
熊
谷
年
金
事
務
所
に

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

＊
年
金
に
つ
い
て
の
ご
相
談
・
お

　

問
い
合
せ
は
左
記
へ

★
市
民
課
年
金
保
険
係
☎
㉕
１
１

　

１
４

★
市
民
福
祉
課
市
民
係
☎
72
１
３

　

３
１
（
内
線
３
３
３
）

★
熊
谷
年
金
事
務
所
☎
０
４
８
―

　

５
２
２
―
５
１
５
８

国 民 年 金

年金相談を行っています
　年金について不明な点等があり
ましたら、ご相談ください。
日　時　毎月第２木曜日
　　　　午後１時～４時
場　所　市役所１階市民相談室
相談員　社会保険労務士
※事前に電話で予約してください。
★市民課☎㉕１１１２

20
歳
以
上
の
学
生
の
み
な
さ
ん
へ

「
学
生
納
付
特
例
制
度
」

年
金
を
あ
き
ら
め
な
い
で

年
金
を
あ
き
ら
め
な
い
で

「
カ
ラ
期
間
」
は
あ
り
ま
せ
ん
か

「
カ
ラ
期
間
」
は
あ
り
ま
せ
ん
か

～みんなの未来を支えています～
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市
で
は
、
次
の
よ
う
な
人
事
異

動
を
発
令
し
ま
し
た
。（
新
採
用
・

退
職
以
外
は
課
長
級
以
上
を
掲
載
）

＊（　

）
内
は
旧
職
で
す
。

４
月
１
日
付
け　

異
動

【
企
画
財
政
部
】

▽
部
長（
水
道
部
長
）亀
田
伸
一
郎
▽

企
画
課
長（
人
権
推
進
課
長
）関
口
博

美
▽
財
政
課
長（
学
校
教
育
課
長
）新

井
次
郎
▽
情
報
シ
ス
テ
ム
課
長（
課

税
課
長
補
佐
兼
諸
税
係
長
）清
水
隆

▽
人
権
推
進
課
長（
子
育
て
支
援
課

長
）桜
場
幸
男
▽
人
権
推
進
課
副
参

事
兼
児
玉
隣
保
館
長（
総
合
支
所
市

民
課
長
）笠
原
義
晴

【
総
務
部
】

▽
部
長（
議
会
事
務
局
長
）山
中
今
朝

男
▽
自
治
防
災
課
長（
ま
ち
づ
く
り

課
長
）関
和
成
昭

【
健
康
福
祉
部
】

▽
次
長（
福
祉
課
長
）山
口
真
砂
▽
福

祉
課
長（
産
業
開
発
室
長
補
佐
兼
産

業
開
発
係
長
）市
川
一
正
▽
子
育
て

支
援
課
長（
保
育
課
長
）金
子
幸
弘

【
経
済
環
境
部
】

▽
部
長（
財
政
課
長
）中
村
文
男
▽
商

工
課
長（
生
涯
学
習
課
長
補
佐
兼
文

化
会
館
係
長
）斉
藤
厚

【
都
市
整
備
部
】

▽
都
市
計
画
課
長（
都
市
計
画
課
長

補
佐
兼
公
園
係
長
）金
井
丈
夫
▽
建

築
開
発
課
長（
水
道
課
長
補
佐
兼
工

務
係
長
）小
内
修

【
拠
点
整
備
推
進
局
】

▽
局
長（
都
市
計
画
課
長
）並
木
聖
二

【
児
玉
総
合
支
所
】

▽
市
民
福
祉
課
長（
健
康
福
祉
課
長
）

金
井
弘
次
▽
産
業
建
設
課
長（
都
市

整
備
課
長
）福
島
秀
雄
▽
産
業
建
設

課
副
参
事
兼
課
長
補
佐
兼
環
境
産
業

係
長（
経
済
環
境
課
副
参
事
兼
課
長

補
佐
兼
農
政
係
長
）小
林
茂

【
会
計
課
】

▽
会
計
課
長〈
会
計
管
理
者
〉 （
議
会

事
務
局
副
参
事
兼
次
長
）田
島
弘
行

【
教
育
委
員
会
事
務
局
】

▽
教
育
総
務
課
長（
監
査
委
員
事
務

局
長
補
佐
）阪
上
賢
司
▽
学
校
教
育

課
長（
学
校
教
育
課
指
導
室
長
）齊
藤

雅
男
▽
生
涯
学
習
課
長
兼
中
央
公
民

館
長（
情
報
シ
ス
テ
ム
課
長
）根
岸
潔

▽
文
化
財
保
護
課
長（
企
画
財
政
部

副
参
事
・
本
庄
上
里
学
校
給
食
組
合
）

金
井
孝
夫
▽
文
化
財
保
護
課
副
参
事

兼
課
長
補
佐（
文
化
財
保
護
課
長
補

佐
兼
文
化
財
保
護
係
長
）鈴
木
徳
雄

▽
体
育
課
長（
財
政
課
長
補
佐
兼
財

政
係
長
）春
山
康
壽

【
議
会
事
務
局
】

▽
局
長（
企
画
課
長
）境
野
広
明

【
農
業
委
員
会
事
務
局
】

▽
事
務
局
長（
経
済
環
境
課
長
）田
中

知
明

【
水
道
部
】

▽
部
長（
建
築
開
発
課
長
）立
石
茂
則

４
月
１
日
付
け　

派
遣

●
本
庄
上
里
学
校
給
食
組
合
へ

▽
企
画
財
政
部
副
参
事（
行
政
管
理

課
長
補
佐
兼
職
員
係
長
）今
井
和
也

●
本
庄
市
社
会
福
祉
協
議
会
へ

▽
健
康
福
祉
部
福
祉
課
副
参
事（
子

育
て
支
援
課
長
補
佐
兼
子
育
て
支
援

係
長
）津
久
井
伊
久
弥

４
月
１
日
付
け　

新
採
用

人
権
推
進
課
谷
田
部
優
行
政
管
理
課

平
田
奈
緒
子
課
税
課
真
下
裕
司
・
倉

科
琢
磨
・
吉
田
憲
明
介
護
い
き
が
い

課
内
田
宏
健
康
推
進
課
小
泉
麻
衣

子
・
栗
田
有
理
商
工
課
鈴
木
俊
雄
農

政
課
猪
熊
一
弘
建
設
課
髙
栁
和
広
・

根
岸
徹
都
市
計
画
課
渡
辺
貴
志
建

築
開
発
課
平
野
滋
久
下
水
道
課
福
地

綾
太
拠
点
整
備
推
進
局
齊
藤
大
輔
生

涯
学
習
課
関
根
慎
一
朗
都
市
整
備
部

﹇
次
長
﹈酒
井
敦
司（
埼
玉
県
か
ら
派

遣
） 

学
校
教
育
課﹇
指
導
主
事
﹈村
田

文
彦（
埼
玉
県
か
ら
派
遣
）・﹇
指
導
主

事
﹈白
川
公
一（
埼
玉
県
か
ら
派
遣
）

３
月
31
日
付
け　

退
職

▽
大
墳
俊
一（
企
画
財
政
部
長
） 
▽

中
西
守（
総
務
部
長
） 

▽
吉
川
敏
男

（
経
済
環
境
部
長
） 

▽
細
田
隆（
拠
点

整
備
推
進
局
長
）埼
玉
県
へ
▽
倉
本

優（
拠
点
整
備
推
進
局
参
事
兼
都
市

整
備
部
参
事
） 

▽
福
井
謙
次（
参
事

兼
会
計
課
長（
会
計
管
理
者
）） 

▽
阿

部
均（
教
育
委
員
会
参
事
兼
生
涯
学

習
課
長
兼
中
央
公
民
館
長
） 

▽
湯
沢

敏
行（
行
政
管
理
課
副
参
事
） 

▽
田

島
利
文（
福
祉
課
副
参
事
） 

▽
大
野

清（
商
工
課
長
） 

▽
戸
井
田
豊（
学
校

教
育
課
指
導
主
事
）埼
玉
県
へ
▽
木

村
健
治（
学
校
教
育
課
指
導
主
事
）

埼
玉
県
へ
▽
田
中
学（
生
涯
学
習
課

副
参
事
兼
児
玉
文
化
会
館
長
兼
児
玉

中
央
公
民
館
長
） 

▽
儘
田
英
夫（
文

化
財
保
護
課
長
）▽
岡
村
幸
二（
体
育

課
長
）▽
根
岸
登（
農
業
委
員
会
事
務

局
長
） 

▽
冨
丘
宮
子（
保
育
課
主
幹

兼
久
美
塚
保
育
所
長
）▽
菊
地
京
子

（
保
育
課
主
幹
兼
藤
田
保
育
所
長
）

▽
吉
田
正
光（
保
険
課
長
補
佐
兼
国

保
係
長
）▽
保
科
博
志（
生
涯
学
習
課

主
幹
兼
本
庄
公
民
館
長
） 

▽
倉
林
政

子（
人
権
推
進
課
主
査
） 

▽
福
本
敦

子（
収
納
課
主
査
） 

▽
徳
世
徳
子（
福

祉
課
庶
務
係
長
）▽
浅
田
陽
子（
保
育

課
主
査
） 

▽
吉
野
光
好（
都
市
計
画

課
主
査
） 

▽
日
向
一
雄（
下
水
道
課

主
査
）▽
湯
沢
美
枝（
学
校
教
育
課
主

査
）▽
倉
林
美
恵
子（
図
書
館
庶
務
係

長
）▽
岩
崎
勇（
秘
書
広
報
課
自
動
車

運
転
手
）▽
新
井
利
秋（
建
設
課
技
能

員
）▽
出
牛
佐
代
子（
学
校
教
育
課
調

理
員
）▽
金
井
や
よ
い（
学
校
教
育
課

調
理
員
）

◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇

　

４
月
１
日
か
ら
組
織
の
一
部
を
次

の
と
お
り
変
更
し
ま
し
た
。

・
企
画
課
の
定
額
給
付
金
室
を
廃
止

　

し
、
定
住
自
立
圏
係
を
新
設

・
人
権
推
進
課
の
児
玉
人
権
係
を
廃
止

・
ま
ち
づ
く
り
課
を
自
治
防
災
課
に

　

名
称
変
更

・
福
祉
課
の
福
祉
係
を
福
祉
第
１
係

　

と
福
祉
第
２
係
に
再
編

・
保
育
課
を
廃
止
し
、
子
育
て
支
援

　

課
に
統
合
（
千
代
田
保
育
所
を
廃

　

止
し
、
い
ず
み
保
育
所
を
新
設
）

・
健
康
推
進
課
に
発
達
教
育
支
援
セ

　

ン
タ
ー
係
を
新
設

・
環
境
推
進
課
の
リ
サ
イ
ク
ル
推
進

　

係
と
市
民
生
活
係
を
統
合
し
、
環

　

境
衛
生
係
を
新
設

・
児
玉
総
合
支
所
の
市
民
課
と
健
康

　

福
祉
課
を
統
合
し
、
市
民
福
祉
課

　
（
市
民
係
・
税
務
係
・
福
祉
係
・
保

　

険
子
育
て
係
の
４
係
体
制
）を
新
設

・
児
玉
総
合
支
所
の
経
済
環
境
課
と

　

都
市
整
備
課
を
統
合
し
、
産
業
建

　

設
課（
環
境
産
業
係
・
都
市
整
備
係

　

の
２
係
体
制
）を
新
設

・
学
校
教
育
課
を
教
育
総
務
課（
庶
務

　

係
・
施
設
係
の
２
係
体
制
）と
学
校

　

教
育
課（
学
事
係
・
児
玉
教
育
係
・

　

指
導
係
の
３
係
体
制
）に
再
編
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